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（ａ）他社への牽
けん

制
せい

出願公開されれば、他社も出願内容

を確認することができるようになりま

す。そのため、他社が実施している技

術や、実施しようとしている技術につ

いて、すでに出願があり、特許になる

かもしれないという状況を知らしめる

ことができます。

また、他社が出願に係る発明を実施

している場合には、特許権の設定登録

前であっても、出願公開後に警告する

ことで、特許権の設定登録後に実施料

相当の補償金を請求できます（65条）。

このように、出願公開によって、他

社の実施に対して特許権の設定登録前

であっても一定の牽制をすることがで

きます。

（ｂ）後願の排除

特許公開公報は、出願公開後にされ

た出願について、その発明の新規性や

進歩性を否定するための資料になりま

す（29条１項、２項）。これにより、

出願から出願公開の間にされた、先願

と同一の発明に係る他人の出願を排除

できる、いわゆる拡大先願（29条の

２）よりも広い範囲で他人の出願を排

除できます。

特許業務法人　藤本パートナーズ　藤本 賢佑◇弁理士

１．はじめに

特許出願は、出願日から１年

６カ月を経過した時点で原則的に出

願公開がされます（特許法64条）。出

願公開がされた場合、出願書類である

願書や、明細書等に記載した内容が特

許公開公報として発行され、公になり

ます。

２．出願公開請求

出願公開は、原則的に出願から１年

６カ月を経過した時点で行われます

が、１年６カ月を待たずに出願公開す

るよう請求することができます（64

条の２）。特許庁が行う特許分類付与

などの進
しん

捗
ちょく

状況にもよりますが、出

願公開請求がされた場合、その請求か

ら２～３カ月ほどで公開されます。

また、出願公開請求は、取り下げる

ことができないとされており（64条

の２第２項）、出願公開請求をした場

合、たとえ出願を取り下げたとしても

内容が公開されます。

３．出願公開請求のメリット

一般に、出願公開によって得られる

メリットとしては、以下のものがあり

ます。

このように、出願公開がされること

で、出願明細書中に記載している発明

と近い技術について他社が特許権を取

得することを防止できます。

出願公開請求をすることで、これら

（ａ）（ｂ）のメリットを早くから得るこ

とができるようになります。

４．注意点

出願公開請求には、前述のように早

い段階から他社の実施や権利化を防止

できるメリットがある一方で、出願が

公開されてしまうことによるデメリッ

トもあります。

まず、自社の新製品についての出願

を早期に公開してしまうと、早いうち

から他社に技術を知られ、模倣されて

しまう恐れがあります。

また、自社の出願の公開によって、

公開後にした別の出願についての新規

性や進歩性が否定されてしまう恐れも

あります。

そのため、出願公開請求制度を利用

しようとする場合には、自社や他社の

状況を分析し、メリットとデメリット

を天
てん

秤
びん

にかけ、慎重に判断する必要が

あると考えられます。

これまで出願公開請求制度を利用したことがありません。出願公開請求をするメリットと注
意点について教えてください。
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